
■ 住宅防音工事の実施にあたっては、設計及び工事の施工監理を行う「設計事務所」と、工事
を行う「工事請負業者」と、契約を締結していただきます。

■ 設計事務所及び工事請負業者については、皆様方ご本人が、その責任において選定していた
だくことになります。（国は、工事請負業者等の斡旋はしていません。）

■ 住宅防音工事を円滑に実施するための参考として、令和３年度に住宅防音工事の設計・監理
を実施した設計事務所等と、工事を実施した工事請負業者の情報を掲載いたします。

（参考）令和３年度に住宅防音工事を実施した設計事務所等及び工事請負業者

設計事務所等

工事請負業者

（注意事項）
１ 掲載されている設計事務所等から選定することを義務付けるものではありませんので、工事希望者ご
本人が自由に選定してください。

２ 工事希望者が設計事務所等との間で問題が生じた場合には、工事希望者と設計事務所等との間で調整
していただくことになります。（国は、調整に加わったり、問題解決についての対応はできません。）

３ 工事希望者は、原則として住宅所有者となります。ただし、借家人が防音工事の実施について所有者
の承諾を得た場合は、借家人が工事希望者になることができます。

住宅防音工事に係る設計事務所及び工事請負業者の選定について（参考）

https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/20_Second_level/03_bout/03_peripheral/jyutakubouon/jyutakubouon001/R3sekkeijimusyoitirann.xlsx
https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/20_Second_level/03_bout/03_peripheral/jyutakubouon/jyutakubouon001/R3koujiukeoigyousyaitiran.xlsx

